
平成２２年（ネ）第８０５号 ボランティア基金返還請求等控訴事件 

控訴人 鎌田まりみ 外１０名 

被控訴人 エンジェルズこと林俊彦 

２０１１年（平成２３年）  月  日 

 

控訴人ら準備書面（４） 

 

大阪高等裁判所 第１１民事部 ロ係 御中 

 

             控訴人ら代理人弁護士  中島光孝 

 

              同          辻 公雄 

 

              同          吉川法生 

 

              同          門松真由 

 

              同          阪口徳雄 

 

 

 

 

 

 

 

  控訴人らは，以下のとおり弁論を準備する。 



 

１ 控訴人鎌田らの支援金を含む支援金合計額（原判決の認定では１億１７３２

万７７３５円）の使途について 

（１）控訴人鎌田らは，控訴理由書において，支援金のうちＤＰの犬の救助目的

の支出は最大でも７７１万７０９５円であると主張し，残りの支援金（一審判

決を前提にすれば１億９６１万６４０円。全体の９３．４２％）はＤＰの犬の

救助目的のために使用されていないと主張した（理由書１４頁～２１頁）。 

  控訴人鎌田らは，関連する預金口座の入出金状況等からみても，支援金が７

７１万７０９５円を超えて使用されたとの確証は得られない旨を主張した（２

０１０年６月１１日付け準備書面，同年８月２３日付け準備書面，同年１０月

２６日付け準備書面）。 

（２）これに対し，被控訴人は平成２２年４月２３日付け答弁書，同年１０月１

５日付け準備書面において，口座の入出金の理由を述べ，また，去勢・避妊助

成金の支払いに充てたと述べるものの，支援金の使途についての全容につきな

んら具体的に述べていない。 

  これは，被控訴人の平成２３年１月１７日付け準備書面においても同様であ

る。現時点で，支援金の使途の全体は明らかになっていないというべきである。

したがって，支援金の大半はＤＰの犬の救助目的のために使用されていないと

いう控訴人鎌田らの主張は認められるべきである。 

（３）被控訴人が行った会計報告は，甲Ａ１２７号証の記載のとおりであるが，

それには不自然な点がかなり見られる。 

  まず，ＮＰＯ法人になる前に， 被控訴人が自ら決めたルールにより，第三

期の会計報告は，２００９年，２０１０年とも６月３０日までにしておかなけ

ればならないのに，同人らは現在に至るまでそれをしていない。 

  また，ＮＰＯ法人化したのにも拘らず，設立総会の報告も被控訴人のＨＰ等

からは読み取れず，そのような会合すらしているように見えない。 



  過去の会計報告も，会計士が入った中間報告と自分たちで纏め上げたらしい

第一期とで，寄付金合計 第一期中間報告１２６，１０２，７６３円とあるの

に，わずか２週間後に出された会計報告では第一期会計報告１１６，０１９，

４６２円となって，１０００万円もの収入が少ないものになっている。 その

説明もない。 

  第一期中間報告で１億１３７３万円もあった繰越金も，シェルター購入費の

１９００万円と，ほとんど自分たちで作業した工事に４０００万円使い，次期

繰越額が２０，５４５，４９７円になっている。  

  さらに，第二期会計報告では，第一期からの繰越金と第二期の収入合わせて

３０，５８９，９４０円なのに，第二期の支出計は２０，６１５，６７９円に

しかなっていない（そのうえ約２０６万円を二重カウントしている)。 

  本来なら１０００万円(１２００万円)以上繰り越すはずのものが，５８４万

円強しか繰越額として計上されていない。 

  会計報告の合間に約１５００万円(二重カウントとも含めれば約１７００万

円)が消失している。これについての説明もなければ，訂正もない。 

このように会計報告は杜撰なものであり，信用に値しない。 

（４）あとで触れる乙３６号証についても，本来なら領収書とつき合わせた上で

の証拠提出となるはずであるが，その提示もなく，ただの一覧表では信用に値

しない。また監事が監査しているはずならば，その監査報告も添付してしかる

べきである。 

  以上からすると，被控訴人は会計を曖昧に報告することにより，相当額を個

人隠匿していると疑われる。  

 

２ 滋賀シェルター建設費について 

（１）被控訴人は，平成２３年１月１７日付け準備書面において滋賀シェルター

建設費について言及し，かつ，「滋賀シェルター建設費内訳」（乙３６）及び



領収書（乙３２等）を提出している。 

  乙３６には，２００７年（平成１９年）２月から２００８年（平成２０年）

９月までに合計５７９３万８０７７円（うち用地取得費１９００万円）の支出

があったことが記載されている。 

  被控訴人は，滋賀の土地代金の領収書として乙３２の１ないし４等を提出し

ている。登記費用３７万２６００円（乙３３）を加えると，その合計は１９３

７万２６００円になるとしている。 

（２）被控訴人は上記のとおり滋賀シェルター建設費の内訳の資料を提出する

が，それがＤＰの犬の救助目的のために集めた支援金とどのように関連するの

か不明である。支援金から支出したというのであれば，その経過を可能なかぎ

り明らかにすべきである。しかし，そのような主張もなく資料の提出もない。 

  また，支援金から支出したというのであれば，ＤＰの犬の救助目的のために

集めた支援金を滋賀シェルターの建設費に充てることが正当である理由を述

べなければならない。被控訴人はＤＰの犬の救助目的で支援要請を行っている

が，そのなかにシェルター建設目的が含まれるとは明示していない。控訴人ら

は，ＤＰの犬の救助目的のために支援要請に応じたものであり，シェルター建

設のための支援要請に応じたものではない。仮に，ＤＰの犬の救助目的のため

に集めた支援金等をシェルター建設のために使用する場合には，支援要請に応

じた者に対してその旨を説明すべきである。被控訴人は，ホームページによっ

て支援要請を行っていたのであるから，支援金の使途変更の説明もホームペー

ジにおいて容易にできたのである。ところが，被控訴人は，ホームページにお

いて会計報告を行いながら，支援金の使途について，特に滋賀シェルター建設

費に充てることについて，なんら説明していない。被控訴人は，「この度は，

ご寄付，物資のご協力，有難うございました。皆様のご厚意は我々と同じ命を

もつワンちゃんの治療費などに充てさせて頂きました」とホームページで述べ

ているが（甲Ａ１２７），滋賀シェルター建設についてはなんら言及していな



い。 

  したがって，ＤＰの犬の救助目的で集めた支援金を滋賀シェルター建設のた

めに使用することを正当とする理由は存しない。 

（３）そもそも，シェルター資金というものの存在を控訴人らは認めない。なぜ

なら，古谷守夫税理士が述べているように，通帳の中からはシェルター基金と

いう項目は見あたらず，被控訴人が一方的にマーカーで印をつけたものをシェ

ルター基金として振り分けただけであるとしている。 

  被控訴人は平成１８年４月からシェルター基金を募集し，振込先を郵便口座

（甲１０），ジャパンネット銀行口座（甲９）を指定した（甲５の４）。しか

し，平成１８年８月まではほとんど募金は集まっていない。その後，被控訴人

は平成１８年９月１７日ころ，ホームページ等においてＤＰの犬の救助目的で

支援を要請し，振込口座を上記の２つの口座を指定した（甲１の１～５）。そ

の結果，平成１８年９月１９日ころ上記２つの口座に対する入金が急増するよ

うになった。したがって，これ以後の支援金はＤＰの犬の救助目的のために振

り込まれたものである。しかるに，被控訴人は，平成１８年９月１９日以降急

増した入金のうちシェルター募金の部分もあるとし，被控訴人はシェルター基

金にしてもよいとメールで確認をとった旨供述しているが（本人調書３６頁，

３７頁），これには大きな矛盾があるというべきである。 

  被控訴人側が作成した総合仕訳帳は（乙６～１０）は，前記２つの口座の入

出金を含めた入出金状況であるが，同仕訳帳のコード番号「４３６１－０１」

が一般募金，「４３６１－０２」がシェルター募金である。この２つの件数及

び金額を整理したものが甲Ａ１３２号証である。その１枚目が月単位でまとめ

た総括表である。 

  甲Ａ１３２の総括表によれば，平成１８年９月のシェルター募金は一般募金

よりも多く，また，同年１０月のシェルター募金は急激に増えて５０７７万６

７６５円となっている。同年１１月以後もシェルター募金があったことになっ



ている。 

  しかしながら，シェルター募金は平成１８年４月から支援要請をしておりな

がら，平成１８年９月や１０月になって急激に増加する要因はまったくない。

他方，平成１８年９月１７日にＤＰの犬の救助目的の支援要請を行った結果，

前記２つの口座に急激に入金が増えたことは十分説明がつく。すなわち，平成

１８年９月１７日以後の前記２つの口座への入金のほとんどはＤＰの犬の救

助目的のためのものであって，シェルター募金要請に応じたものでないことは

明らかである。総合仕訳帳にはシェルター募金（４３６１－０２）の入金が記

載されているが，これは被控訴人が前記２つの口座に入金されたもののうち比

較的高額な入金をシェルター募金のためのものであると恣意的に判断したこ

とによるものである。 

  以上からすると，ＤＰの犬の救助目的のための寄付からシェルター建設のた

めに支出されるものはほとんどなかったものであり，被控訴人が滋賀シェルタ

ー建設費に約５８００万円支出したとしても（乙３６），ＤＰの犬の救助目的

で集めた寄付金の使途を説明したことにはならない。 

（４）被控訴人は，２０６名からの応援メッセージのメールがあったとして乙２

０号証を提出している。被控訴人は，前記のとおり寄付金をシェルター資金に

使ってよいかをメールなどで確認し，また，乙２０のメールの中にシェルター

のことを書いている場合にはシェルター建設資金に使うことにした旨述べて

いる（本人調書３６頁，３７頁）。しかし，これにも大きな矛盾がある。 

  甲Ａ１３３号証は，平成１８年９月から平成１９年１月までの応援メールを

乙２０に基づく月毎に集計したものと，前記２つの口座への入金額を対比した

ものである。これによれば，被控訴人側が作成した総合仕訳帳（乙６以下）に

よればシェルター募金が急増した平成１８年９月，１０月には応援メールは０

件であった。ことに１０月は甲Ａ１３２によれば１３１１件，５０７７万円の

シェルター募金が集まっているにもかかわらず，応援メールが０件であった。 



  したがって，被控訴人が平成１８年９月や１０月にメールによってシェルタ

ー資金に使ってよいとの確認を得たとの供述はまったく信用性がないという

べきである。 

被控訴人は平成１８年１１月２５日まで「医療費が赤字がかさんでいます。」

とＨＰ上で呼びかけており，結果的には呼びかけに応じた人の方が圧倒的に多

かったように見せかけているが，支援金の低額なものだけを，医療費にふりわ

け，高額の寄付金は了解もなくシェルター資金に充てたものである。非常に悪

質である。特に１０月は医療費用にと高額な支援金が集まった時期である。な

んらマスコミに取り上げられなかったシェルター基金に平均額４万円もの支

援金が集まったなどとは全く考えられない。総合仕訳帳（乙６以下）のシェル

ター募金の入金の記載は明らかに不自然であり，ねつ造である。 

（３）提出された書証は信用性に乏しい 

 ア 乙３６によれば，滋賀シェルター建設費として５７９３万８０７７円使っ 

たとなっているが，原判決はシェルターのために６０９７万４６４９円を支 

出したと認定している。金額が一致するはずである。 

また， 被控訴人がその出金のために開設したという口座の記録（乙１３）

と比較してみても， 乙３６との一致は全く見られず， 業者への支払いとは

思えない３０万円から５０万円の不自然なカード引き出しが度々見られる。 

 イ 乙３２については以下のような不自然な点がある。 

  ① 乙３２の１，２は，高島市今津町酒波字西野１１８５番２及び１１８７  

番２の２筆の土地建物にかかる領収書である。１１８５番２及び１１８７  

番２並びに建物はいずれも井澤洋子が所有していたものであり，平成１９  

年２月２２日売買により，被控訴人（林俊彦）名義に移転登記がされている（甲

Ａ１３１の１，２，３）。 

  ② 乙３２の４，５は，高島市今津町酒波字西野１１８４番及び１１８５番  

の２筆の土地にかかる領収書である。これらの土地はいずれも株式会社い  



ざわが所有していたものであり，平成１９年２月２２日売買により被控訴  

人名義に移転登記がなされている（甲Ａ１３１の４・５）。 

  ③ 被控訴人は，上記各領収書の作成名義人の部分を黒塗りして提出してい  

るが，売主がだれであるかは登記簿によってすぐわかることであり，売主がだ

れであるかを秘匿する必要はない。したがって，上記部分を黒塗りした理由は

筆跡を知られたくないからだと解するほかない。 

  ④ 乙３２の１と３の筆跡はまったく同じである。両者の作成名義人は異な  

るはずであるから（伊澤洋子と株式会社いざわ），筆跡が同じであるのは不  

自然である。また，仮に同一人物が異なる作成名義人を筆記したのである  

とすると，乙３２の３には印紙が貼付されているのに，乙３２の１には貼  

付されておらず，これも不自然というほかない。 

   ⑤ 乙３２の２と４の筆跡はまったく同じである。両者の作成名義人は異な  

るはずであるから，筆跡が同じであるのは不自然である。また，仮に同一人物

が異なる作成名義人を筆記したものであるとすると，乙３２の４には印紙が貼

付されているのに，乙３２の２には貼付されていないのも不自然である。 

  さらに仲介手数料の領収書（乙３４）の筆跡は，乙３２の２，４とまったく

同じであり，上記３つの領収書は作成名義人は異なるはずであるから，筆跡が

同じであるのは不自然である。（以上甲Ａ１３４） 

  ⑥ 乙３２の１ないし４及び乙３４の筆跡は，被控訴人側であらかじめ全部  

筆記し，作成名義人欄だけ作成名義人本人に記載してもらったという可能  

性もある。その場合でも乙３２の１，２には印紙が貼付されていないとい  

う不自然性はなお残るというべきである。 

 

３ ＮＰＯ法人登録について 

（１）被控訴人は，ＮＰＯ法人登録に際し，基本財産は現金２０万円，運用財産

が５７万８７６３円（ゆうちょ銀行１１，８１４円，ジャパンネット銀行６，



９４９円，現金５６万円）となっており，基本財産に滋賀の土地建物が含まれ

ていないのは，これらの名義が被控訴人個人名義となっていたためであるとし

ている。 

 被控訴人は甲Ａ１２７のとおり，支援金でシェルターを購入したという会計

報告をしたのであれば，当該土地は最初から個人名義にしてはならないはずで

ある。被控訴人が示す会計報告の通りであるならば，これらの金員はすべてＮ

ＰＯ法人の財産とすべきであるが，平成２０年３月３１末で３０００万円ほど

残っていた資金が，僅か７７万円に減じてしまった理由は報告も説明もされて

いない。 

 ＮＰＯ法人としての資産には当然支援金から購入した車両やコンテナハウ

スなども含まれるべきであり，それらがＮＰＯの資産の中に認められないとい

うことは，これらの車両の名義が，やはり個人名義にされて個人財産にされて

いる疑いが濃い。 

 また，被控訴人の収入の総てはひろしまＤＰの犬の救助のための支援金によ

るものであることは，間違いない。被控訴人は本人調書の中で，ひろしまＤＰ

に入る際に資金として自分の車を売り６００万円ほどを準備したと主張して

いる。また甲Ａ１２５では，ブリーダー平川らに対して「広島に２０００万３

０００万円という金を準備して入った」と供述しているが，そのような入金事

実は会計報告のどこにも見えない。そればかりか，生活費や借金のほとんども

支援金から流用していることがうかがえる。 

  被控訴人は，その後平成２２年１２月２４日贈与を原因として，滋賀シェル

ターにかかる不動産を林俊彦名義から「特定非営利活動法人動物愛護団体ＡＮ

ＧＥＬＳ」に変更した（甲Ａ１３１の１～５）。 

（２）被控訴人は，「動物愛護団体（大阪市認証団体第１号）」「ＡＲＫーＡＮ

ＧＥＬＳ」「代表林俊彦」の名称を使用していたところ（甲Ｂ１０２），「ア

ークエンジェルズ」の名称を使用している動物保護団体である特定非営利活動



法人アニマルレフュージ関西」が，林俊彦氏に対し名称使用差止請求を提訴し，

２００９年４月２３日の一審判決はこれを認容し（甲Ｂ１２３），さらに２０

１０年９月７日，最高裁判所第三小法廷は，林氏の上告を棄却し，上記一審判

決が確定した。被控訴人は，ＮＰＯ法人の名称を「ＡＮＧＥＬＳ」としながら

も，「アークエンジェルズ」の名称を使用しないとは明言していない（甲Ｂ１

２３の１）。 

（３）被控訴人は，上記のとおり，滋賀シェルターとして取得した不動産をＮＰ

Ｏ法人に贈与したとしているが，上記不動産を取得した原資がＤＰの犬の救助

目的で集めた支援金から支出されたものかどうか，同支出が支援した原告らに

対して正当化できるものかどうか等について全く明らかにせず，さらに個人か

ら法人へ「贈与」している。これは，名称使用差止請求をした前記アニマルレ

フュージ関西や支援金等の返還要求をしている原告らの差押え等を回避する

目的のための所有権の移転とみることも可能である。 

  いずれにしても，被控訴人は，ＤＰの犬の救助目的のために集めた支援金等

と滋賀シェルター建設のための原資との関連については具体的な主張は行っ

ていない。 

 

４ その他 

（１）募金箱について 

   被控訴人は，乙２３号証の説明として，平成１８年１０月２１日には，「募 

金箱は手作りの物が二つ置かれており，アクリル製の物はなかった」として 

いた。しかし，同日は別にもっと大きな募金箱があった（甲Ａ１２９）。 

   被控訴人は募金箱は小さな物しか置かず，そのため現金の寄附が少なかっ 

たと主張しているが，上記のとおり被控訴人が主張する募金箱とは別のもっ 

と大きな募金箱があったことは明らかである。この段ボール箱の募金箱の中に

お金の受け皿としてのペール缶があったと思われる。したがって，安田倫子が



証言する大きなペール缶の募金箱が事務所においてあったという証言は信憑

性があり， 同時に被控訴人の主張は信用できない。 

                                 以上 

 

 


